
最初の１年に限って、
利子の１％が戻ります

０．１１％
１年目実質金利

国の事業ローン

対象となる資金

●運転資金
仕入資金 、掛金・手形決済

給与支払諸経費等の支払

●設備資金
店舗・工場改装、営業車購入

機械・設備・什器等の購入

最大2000万円

●返済期間
運転資金７年以内
設備資金１０年以内

●無担保・無保証人
信用保証協会の保証も不要

※融資に際し、商工会の推薦が
必要です

融資対象(小規模事業者)

・最近１年間以上、岡山南商工会
管内で事業を行っていて、商工会
の指導を６ヶ月以上受けている方

・従業員２０人以下（商業・サービス

業は５人以下）の商工業者

・税金（所得税、法人税、事業税、

市県民税）を完納している方

お申込み・お問合わせ

岡山南商工会 ℡０８６-２９６-０７６５

岡山市南区藤田５６４-１３１ 担当（奥川・古武）

日本政策金融公庫 「小規模事業者経営改善資金」のご案内

マル経融資
安心

融資利率(１.１１％)から、最初の
１年間に限り、岡山市の補助制度
で(１.０％)が後日返金されます
※過去融資の借換、東児地区は対象外
※平成３０年６月２５日現在

ご融資の条件・書類など、

詳しくは裏面をご覧ください



ご融資に必要な、主な書類

法人企業の方 個人事業の方

・前期、前々期の決算書および確定申告書

・決算後６ヶ月以上経過の場合は、最近の残高試算表

・法人税、事業税、法人住民税の領収書または納税証明書

・商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

・見積書、カタログ等（設備資金の申込みの場合)

・前年、前々年の決算書および確定申告書

・所得税、事業税、住民税の領収書または
納税証明書

・見積書、カタログ等
(設備資金の申込みの場合)

ご融資の条件

融資限度額 ２０００万円 担保・保証人
不要 （保証協会の保証も不要）

※商工会の推薦が必要です

返済期間

・運転資金 ７年以内

（据置期間１年以内）

・設備資金１０年以内

（据置期間２年以内）
資金使途

・運転資金
仕入資金、掛金・手形決済資金
給与・ボーナスの支払い
諸経費等の支払い など

・設備資金
店舗・工場改装、営業車購入
機械・設備・什器等の購入 など融資利率 １．１１％

（平成３０年６月２５日現在）

融資対象

以下のすべての要件を満たす方

・常時雇用する従業員が２０人以下（宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は
５人以下）の法人企業・個人事業の方 ※小規模事業者

・岡山南商工会の経営指導を原則６ヶ月以上受けている方

・原則最近１年以上、岡山南商工会の管内（藤田・妹尾・福田・興除・灘崎・東児）
で事業を行っている方

・日本政策金融公庫の融資対象業種で、許認可等要する業種は取得していること

・税金（所得税、法人税、事業税、市県民税等）を完納していること

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）とは

マル経融資は、小規模事業者の方々の経営をバックアップするために無担保・
無保証人で商工会の推薦にもとづき融資される日本政策金融公庫の公的融資
制度です。 金利は固定金利なので、安心してご利用いただけます。

融資実行にあたって商工会が審査し、日本政策金融公庫に推薦をいたします。

ご融資の流れ

商工会にご相談・
お申込み

商工会が申込
み内容を審査

日本政策金融公庫
へ商工会が推薦

日本政策金融公庫が
審査し、融資を決定

（お申込みから、融資の実行まで約１ヶ月間必要です）

※ご利用にあたって、審査の結果ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了解ください

●お問合せ先 岡山南商工会 本部・各支所

本部（藤田）２９６－０７６５ 妹尾２８２－００１１ 福田２８１－５４２４
興除 ２９８－３１５８ 灘崎３６２－０３２１ 東児０８６３－４１－１３３４


